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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラー電話通信システムのユーザ端末に対するアップリンク送信方式を選択する段階
と、
　前記ユーザ端末の物理アップリンク共有トラフィックチャンネルリソースを判断する段
階と、
　前記選択されたアップリンク送信方式における前記制御メッセージの送信性能を最適化
するために、該選択されたアップリンク送信方式に従って前記物理アップリンク共有トラ
フィックチャンネルの前記リソースに制御メッセージフィールドを割り当てる段階と、
　前記選択されたアップリンク送信方式が単一搬送波周波数分割多重アクセスである時に
、前記ユーザ端末の前記物理アップリンク共有トラフィックチャンネルリソースの縁部で
前記制御メッセージフィールドを局在化させる段階を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記選択されたアップリンク送信方式が直交周波数分割多重化である時に、前記ユーザ
端末の前記物理アップリンク共有トラフィックチャンネルリソースの周波数領域にわたっ
て各制御メッセージの記号を配分する段階を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記配分は、前記制御信号間の周波数間隔を用いて各制御メッセージフィールドの制御
記号を記号ブロックの周波数リソース要素にマップする段階を更に含み、
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　前記間隔は、前記制御メッセージフィールドの前記制御記号間の該制御メッセージフィ
ールドの該制御記号以外の記号数を定めるために、各制御メッセージフィールドに対して
選択された反復係数によって定められ、
　前記記号ブロックは、情報要素として複数の記号を搬送する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記配分は、周波数ダイバーシティを達成するために各制御メッセージの制御記号を異
なる周波数リソース要素に連続する記号ブロックでマップする段階を更に含むことを特徴
とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記配分は、各制御メッセージフィールドの前記制御記号を記号ブロックと前記制御メ
ッセージの送信に対して利用可能な該記号ブロックの周波数リソース要素とにわたって均
等に配分する段階を更に含むことを特徴とする請求項２から請求項４のいずれか記載の方
法。
【請求項６】
　前記配分は、前記選択されたアップリンク送信方式がアップリンクにおいて空間多重化
送信を利用する時に、各制御メッセージの前記制御記号を記号ブロックと、該制御メッセ
ージの送信に対して利用可能な該記号ブロックの周波数リソース要素と、複数の空間送信
ストリームとにわたって均等に配分する段階を更に含むことを特徴とする請求項５に記載
の方法。
【請求項７】
　異なる送信電力値をトラフィックデータフィールドと記号ブロック内の少なくとも１つ
の制御メッセージフィールドとに割り当てる段階を更に含むことを特徴とする請求項２か
ら請求項６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記制御メッセージフィールド内で送信されるビット数と、前記物理アップリンク共有
トラフィックチャンネルの前記リソース内で送信される合計ビット数と、記号ブロック内
の副搬送波数と、サブフレーム毎の記号ブロック数と、トラフィックデータの望ましい受
信品質及び該制御メッセージフィールド内で転送される制御データの間のオフセットを定
める品質オフセットとに基づいて、該物理アップリンク共有トラフィックチャンネルの該
リソース内の所定の制御メッセージフィールドに割り当てられる制御記号数を判断する段
階と、
　前記判断された制御記号数に基づいて選択されたチャンネルコードで前記制御記号を符
号化する段階と、
　前記選択されたアップリンク送信方式に従って前記制御メッセージフィールドの前記符
号化された制御記号を前記記号ブロックの前記周波数リソース要素にマップする段階と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１から請求項７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記制御メッセージフィールドのランクが前記トラフィックデータのランクよりも低い
時に該制御メッセージフィールドのサイズの縮小を補償するために、前記選択されたアッ
プリンク送信方式がアップリンクにおいて空間多重化送信を利用する時に、該制御メッセ
ージフィールドに対して選択された多重経路チャンネルランクと該トラフィックデータの
間の差に基づいて前記物理アップリンク共有トラフィックチャンネルの前記リソース内の
所定の制御メッセージフィールドに割り当てられる制御記号の数を判断する段階を更に含
むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記選択されたアップリンク送信方式がアップリンクにおいて空間多重化送信を利用す
る時に、少なくとも１つの制御メッセージフィールドを単一ストリームビーム形成多重ア
ンテナ送信又は送信ダイバーシティ多重アンテナ送信を使用することにより、及び少なく
ともデータトラフィックフィールドを多重ストリーム空間多重化を使用することにより送
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信する段階を更に含むことを特徴とする請求項１から請求項９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記選択されたアップリンク送信方式がアップリンクにおいて空間多重化送信を利用す
る時に、少なくとも１つの制御メッセージフィールドを開ループ多重アンテナ送信ダイバ
ーシティを使用することにより、及び少なくともデータトラフィックフィールドを多重ス
トリーム空間多重化を使用することにより送信する段階を更に含むことを特徴とする請求
項１から請求項９のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　異なるアンテナ要素に関連付けられた複数の信号ブランチに前記制御メッセージフィー
ルドの同じ局在化を適用する段階を更に含むことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１３】
　セルラー電話通信システムのユーザ端末に対するアップリンク送信方式を選択し、該ユ
ーザ端末の物理アップリンク共有トラフィックチャンネルリソースを判断し、かつ該選択
されたアップリンク送信方式における制御メッセージの送信性能を最適化するために該選
択されたアップリンク送信方式に従って該物理アップリンク共有トラフィックチャンネル
の該リソースに制御メッセージフィールドを割り当てるように構成されたプロセッサ、
　を含み、
　前記プロセッサは、前記選択されたアップリンク送信方式が単一搬送波周波数分割多重
アクセスである時に、前記ユーザ端末の前記物理アップリンク共有トラフィックチャンネ
ルリソースの縁部で前記制御メッセージフィールドを局在化させるように更に構成される
ことを特徴とする装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記選択されたアップリンク送信方式が直交周波数分割多重化であ
る時に、前記ユーザ端末の前記物理アップリンク共有トラフィックチャンネルリソースの
周波数領域にわたって各制御メッセージの記号を配分するように更に構成されることを特
徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、前記制御信号間の均等な周波数間隔を用いて各制御メッセージフィ
ールドの制御記号を記号ブロックの副搬送波にマップするように更に構成され、
　前記間隔は、前記制御メッセージフィールドの前記制御記号間の該制御メッセージフィ
ールドの該制御記号以外の記号数を定めるために各制御メッセージフィールドに対して選
択された反復係数によって定められ、
　前記記号ブロックは、情報要素として複数の記号を搬送する、
　ことを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、周波数ダイバーシティを達成するために各制御メッセージの制御記
号を異なる周波数リソース要素に連続する記号ブロックでマップするように更に構成され
ることを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、各制御メッセージフィールドの前記制御記号を記号ブロックと前記
制御メッセージの送信に対して利用可能な該記号ブロックの周波数リソース要素とにわた
って均等に配分するように更に構成されることを特徴とする請求項１４から請求項１６の
いずれかに記載の装置。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、前記選択されたアップリンク送信方式がアップリンクにおいて空間
多重化送信を利用する時に、各制御メッセージの前記制御記号を記号ブロックと、該制御
メッセージの送信に対して利用可能な該記号ブロックの周波数リソース要素と、複数の空
間送信ストリームとにわたって均等に配分するように更に構成されることを特徴とする請
求項１７に記載の装置。
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【請求項１９】
　前記プロセッサは、異なる送信電力値をトラフィックデータフィールドと記号ブロック
内の少なくとも１つの制御メッセージフィールドとに割り当てるように更に構成されるこ
とを特徴とする請求項１４から請求項１８のいずれかに記載の装置。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、
　前記制御メッセージフィールド内で送信されるビット数と、前記物理アップリンク共有
トラフィックチャンネルの前記リソース内で送信される合計ビット数と、記号ブロック内
の副搬送波数と、サブフレーム毎の記号ブロック数と、トラフィックデータの望ましい受
信品質及び該制御メッセージフィールド内で転送される制御データの間のオフセットを定
める品質オフセットとに基づいて、該物理アップリンク共有トラフィックチャンネルの該
リソース内の所定の制御メッセージフィールドに割り当てられる制御記号数を判断し、
　前記判断された制御記号数に基づいて選択されたチャンネルコードで前記制御記号を符
号化し、かつ
　前記選択されたアップリンク送信方式に従って前記制御メッセージフィールドの前記制
御記号を前記記号ブロックの前記周波数リソース要素にマップする、
　ように更に構成される、
　ことを特徴とする請求項１３から請求項１９のいずれかに記載の装置。
【請求項２１】
　前記プロセッサは、前記制御メッセージフィールドのランクが前記トラフィックデータ
のランクよりも低い時の該制御メッセージフィールドのサイズの縮小を補償するために、
前記選択されたアップリンク送信方式がアップリンクにおいて空間多重化送信を利用する
時に、該制御メッセージフィールドに対して選択された多重経路チャンネルランクと該ト
ラフィックデータの間の差に基づいて前記物理アップリンク共有トラフィックチャンネル
の前記リソース内の所定の制御メッセージフィールドに割り当てられる制御記号の数を判
断するように更に構成されることを特徴とする請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記プロセッサは、前記選択されたアップリンク送信方式がアップリンクにおいて空間
多重化送信を利用する時に、少なくとも１つの制御メッセージフィールドを単一ストリー
ムビーム形成多重アンテナ送信又は送信ダイバーシティ多重アンテナ送信を使用すること
により、及び少なくともデータトラフィックフィールドを多重ストリーム空間多重化を使
用することにより送信するように更に構成されることを特徴とする請求項１３から請求項
２１のいずれかに記載の装置。
【請求項２３】
　前記プロセッサは、前記選択されたアップリンク送信方式がアップリンクにおいて空間
多重化送信を利用する時に、少なくとも１つの制御メッセージフィールドを開ループ多重
アンテナ送信ダイバーシティを使用することにより、及び少なくともデータトラフィック
フィールドを多重ストリーム空間多重化を使用することにより送信するように更に構成さ
れることを特徴とする請求項１３から請求項２１のいずれかに記載の装置。
【請求項２４】
　セルラー電話通信システムの基地局であって、
　請求項１３から請求項２３のいずれかに記載の装置、
　を含むことを特徴とする基地局。
【請求項２５】
　セルラー電話通信システムのユーザ端末デバイスであって、
　請求項１３から請求項２３のいずれかに記載の装置、
　を含むことを特徴とするデバイス。
【請求項２６】
　セルラー電話通信システムのユーザ端末に対するアップリンク送信方式を選択するため
の手段と、
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　前記ユーザ端末の物理アップリンク共有トラフィックチャンネルリソースを判断するた
めの手段と、
　前記選択されたアップリンク送信方式における制御メッセージの送信性能を最適化する
ために、該選択されたアップリンク送信方式に従って前記物理アップリンク共有トラフィ
ックチャンネルの前記リソースに制御メッセージフィールドを割り当てるための手段と、
　前記選択されたアップリンク送信方式が単一搬送波周波数分割多重アクセスである時に
、前記ユーザ端末の前記物理アップリンク共有トラフィックチャンネルリソースの縁部で
前記制御メッセージフィールドを局在化させる手段を含むことを特徴とする装置。
【請求項２７】
　コンピュータプログラムであって、
　コンピュータによって可読の配信媒体上に具現化され、
　装置内にロードされた時に請求項１から請求項１２のいずれかに記載の方法を実行する
プログラム命令を含む、
　ことを特徴とするコンピュータプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルラー無線電話通信の分野、特にアップリンクシグナリングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　進化したＵＭＴＳ（ユニバーサル移動電話通信システム）地上無線アクセスネットワー
ク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ、その長期進化の理由からＵＴＲＡＮ－ＬＴＥ又は高度長期進化ＬＴ
Ｅ－Ａとも呼ばれる）として公知の通信システムは、３ＧＰＰ範囲で現在開発下にある。
このシステムでは、ダウンリンク無線アクセス技術は、ＯＦＤＭＡ（直交周波数分割多重
アクセス）であることになり、アップリンク無線アクセス技術は、線形に事前符号化され
たＯＦＤＭＡの一種である「単一搬送波ＦＤＭＡ」（ＳＣ－ＦＤＭＡ）であることになる
。アップリンクシステム帯域は、アップリンク制御メッセージを転送するために「物理ア
ップリンク制御チャンネル」（ＰＵＣＣＨ）が使用され、アップリンクユーザトラフィッ
クの送信のために「物理アップリンク共有チャンネル」（ＰＵＳＣＨ）が使用される構造
を有する。最初にＰＵＳＣＨに割り当てられたリソース内で付加的な制御メッセージを送
信することができる。ＰＵＣＣＨは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージ、チャンネル品質イン
ジケータ（ＣＱＩ）、スケジューリング要求インジケータ（ＳＲＩ）、チャンネルランク
インジケータ、ダウンリンク事前符号化情報などのようなアップリンク制御情報を搬送す
る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明の態様により、請求項１に指定する方法を提供する。
【０００４】
　本発明の別の態様により、請求項１４に指定する装置を提供する。
【０００５】
　本発明の別の態様により、請求項２６に定めるセルラー電話通信システムの基地局を提
供する。
【０００６】
　本発明の別の態様により、請求項２７に定めるセルラー電話通信システムのユーザ端末
を提供する。
【０００７】
　本発明の別の態様により、請求項２８に指定する装置を提供する。
【０００８】
　本発明の更に別の態様により、請求項２９に指定するコンピュータ可読配信媒体上に具
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現化されたコンピュータプログラム製品を提供する。
【０００９】
　本発明の実施形態を従属請求項に定める。
【００１０】
　単なる例として添付図面を参照して本発明の実施形態を以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】セルラー通信の原理の図である。
【図１Ｂ】最新のＵＭＴＳシステムにおけるアップリンクシステム帯域構造の図である。
【図２】セルラー通信に使用するための送信機及び受信機の構造の図である。
【図３】最新のＵＭＴＳにおける現在のアップリンク信号構造の図である。
【図４】本発明の実施形態による制御メッセージフィールド割り当てを実施するための処
理を示す流れ図である。
【図５Ａ】本発明の実施形態による制御メッセージフィールド割り当ての効果の図である
。
【図５Ｂ】本発明の実施形態による制御メッセージフィールド割り当ての効果の図である
。
【図６Ａ】本発明の実施形態による制御メッセージフィールド割り当てのための詳細処理
の図である。
【図６Ｂ】図６Ａによる制御メッセージフィールド割り当ての効果の図である。
【図７】本発明の実施形態による多重ストリーム送信の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の実施形態は、例示的である。本明細書は、いくつかの位置で「ａｎ」、「１つ」
、又は「一部」の実施形態を参照する場合があるが、これは、各そのような参照が同じ実
施形態へのものであるか、又は特徴が単一の実施形態にのみ適用されることを必ずしも意
味しない。異なる実施形態の単一の特徴は、他の実施形態をもたらすように組み合わせる
こともできる。
【００１３】
　図１Ａ及び図１Ｂには、移動端末に音声及びデータ転送サービスを提供するセルラー電
話通信システムの一般的なアーキテクチャを示している。図１Ａは、基地局１００がユー
ザ端末１１０から１２２にセル１０２の範囲で無線通信サービスを提供するセルラー通信
の一般的なシナリオを示している。基地局１００は、３ＧＰＰ（第３世代共同プロジェク
ト）内に指定されたＵＭＴＳ（ユニバーサル移動電話通信システム）の長期進化（ＬＴＥ
）又は高度ＬＴＥ（ＬＴＥ－Ａ）の無線アクセスネットワークに属することができ、した
がって、ダウンリンク及びアップリンクそれぞれのための無線アクセス方式として少なく
ともＯＦＤＭＡ及びＳＣ－ＦＤＭＡをサポートすることができる。基地局は、ユーザ端末
の移動を制御する移動管理体（ＭＭＥ）、データがルーティングされる際に通過する１つ
又はそれよりも多くのゲートウェイノード、及び当業技術で公知のある一定の通信パラメ
ータを制御するように構成された運用及び保守サーバのようなセルラー電話通信システム
の他の部分に接続される。
【００１４】
　図１Ｂは、ＬＴＥリリース８及び９に従ってアップリンク通信サービスを提供するため
にネットワークオペレータに割り当てられたアップリンクシステム帯域の一般的な構造を
示している。システム帯域は、トラフィックチャンネル、すなわち、物理アップリンク共
有チャンネル（ＰＵＳＣＨ）がシステム帯域の中央に割り当てられ、制御チャンネル、す
なわち、物理アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣＨ）が、トラフィックチャンネル帯
域の両方の縁部に割り当てられるように構造化される。ＰＵＣＣＨのサイズは、基地局１
００によって設定可能であり、ある一定のネットワーク配備では、基地局１００は、シス
テム帯域の縁部における周波数リソースがブランクのままに残されるように帯域の利用を
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設定することができる。ＬＴＥシステムの現在のシナリオでは、アップリンクＬ１／Ｌ２
制御シグナリングは、ＰＵＣＣＨ上で発生する、ＵＬデータの不在時の制御シグナリング
、及びＰＵＳＣＨ上で発生するＵＬデータの存在時の制御シグナリングというＬＴＥシス
テム内の２つのクラスに分割される。ＰＵＣＣＨは、Ｌ１／Ｌ２制御信号しか送信しない
ユーザ端末専用に予約された共有周波数／時間リソースである。本明細書は、データ送信
に対してＵＥがスケジューリングされた場合に、ＰＵＳＣＨがアップリンクＬ１／Ｌ２制
御信号を搬送するＰＵＳＣＨに着目する。
【００１５】
　図２は、ＳＣ－ＦＤＭＡ送信機（ブロック２００から２１２）及びＳＣ－ＦＤＭＡ受信
機（ブロック２１４から２２６）の非常に基本的な構造を示している。ＬＴＥシステムの
今後のリリースは、アップリンク方向においてもＯＦＤＭを利用するように考えている。
この構造は、最新の電話通信システムの分野の当業者には公知であり、したがって、図２
に対しては一般的なレベルで以下に説明する。ＳＣ－ＦＤＭＡ送信機では、送信される変
調記号は、最初にブロック２００において直列形式から並列形式に転換され、ブロック２
０２において離散フーリエ変換（ＤＦＴ）を通じて周波数領域に変換される。リソース要
素マッピングブロック２０４において、制御記号及びトラフィックデータ記号が、対応す
る周波数リソース要素に所定の基準に従って割り当てられる。リソース要素は、ＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ送信の状況で広く使用されている用語である副搬送波又は仮想副搬送波とすること
ができる。次に、ブロック２０６において逆ＤＦＴが計算され、ブロック２０８において
信号は並列形式から直列形式に変換され、ブロック２１０において循環接頭辞が追加され
、ブロック２１２において信号はアナログ形式に変換され、送信機の無線周波数（ＲＦ）
部分を通じて送信される。受信機では、ブロック２１４において無線信号がアンテナ及び
受信機のＲＦ部分を通じて受信され、受信信号はデジタル領域に変換される。ブロック２
１６において循環接頭辞が削除され、ブロック２２０におけるＤＦＴの前にブロック２１
８において直列から並列への変換が実施される。ブロック２２４における逆ＤＦＴ及びブ
ロック２２６における並列から直列への変換の前に、ブロック２２２において制御記号及
びトラフィックデータ記号が、これらのリソース要素から抽出される。
【００１６】
　今後のＬＴＥバージョンは、アップリンクにおいてもＯＦＤＭをサポートするように考
えている。そのような場合には、ＳＣ－ＦＤＭＡ送信機及び受信機の構造を修正するのは
単純であり、送信機におけるＤＦＴブロック２０２及び受信機における逆ＤＦＴブロック
を単純に短絡してＯＦＤＭ送信機及び受信機が得られる。それに応じて、送信機は、ＤＦ
Ｔブロック２０２の短絡を制御するコントローラを含むことができ、受信機は、逆ＤＦＴ
ブロック２２４の短絡を制御する対応するコントローラを含むことができる。更に、今後
のユーザ端末には、アップリンクにおいて単一ユーザ複数入力複数出力送信（ＳＵ－ＭＩ
ＭＯ）をサポートする機能が装備されることになり、アップリンク送信が空間的に多重化
されてより高いデータ速度及びより良いスペクトル効率が得られる。この目的のために、
図２の送信機及び受信機の構造は、各送信／受信アンテナにおいて１つの信号ブランチ（
図２は１つのブランチを示している）を含み、選択された多重アンテナ送信方式に従って
信号処理を実施する信号プロセッサを含むように修正されることになる。信号プロセッサ
は、送信／受信チェーンのデジタル領域内の事実上いかなる位置にも設置することができ
、これは当業者には明らかである。ＯＦＤＭ送信又はＳＣ－ＦＤＭＡ送信のいずれかと共
に、ＳＵ－ＭＩＭＯ送信を利用することができる。
【００１７】
　表記の目的のために及び複数の符号化記号を搬送するＯＦＤＭ記号又はＳＣ－ＦＤＭＡ
記号から各リソース要素にマップされた符号化記号を区別するために、ＯＦＤＭ記号とＳ
Ｃ－ＦＤＭＡ記号の両方は、情報要素として複数の（変調され、チャンネル符号化された
）記号を搬送する記号ブロックと見なすことができる。
【００１８】
　図３は、現在のアップリンクＰＵＳＣＨサブフレーム構造、及びＰＵＳＣＨリソース、
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すなわち、循環接頭辞が通常の長さを有するように考えられる場合に所定のユーザ端末に
割り当てられた周波数リソースブロックへの制御メッセージフィールドの割り当てを示し
ている。時間スロットは、７つのＳＣ－ＦＤＭＡ記号を含み、サブフレームは、２つの時
間スロットを含む。拡張循環接頭辞では、時間スロットは、６つのＳＣ－ＦＤＭＡ記号を
含む。異なるＬ１／Ｌ２制御信号の実際の組合せとそれらのサイズは、サブフレーム毎に
異なる。後に説明するように、ユーザ端末と基地局の両方は、制御部分によって予約され
た記号数に関する情報を有する。時間スロットの最も中心にある記号の全ての副搬送波上
では、基準信号（ＲＳ）が送信される。ＲＳを伝達するもの隣のＳＣ－ＦＤＭＡ記号上に
は、ダウンリンクデータパケットの正しい（ＡＣＫ）受信又は不正な（ＮＡＣＫ）受信を
示す確認応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）が位置し、それによって重要なＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫメッセージの受信品質が改善される。ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージに割り当てられ
たリソース要素は、ＳＣ－ＦＤＭＡ記号の一端に位置する。ＡＣＫ／ＮＡＣＫと同じ副搬
送波であるが、ＡＣＫ／ＮＡＫのものに隣接するＳＣ－ＦＤＭＡ記号上には、ダウンリン
クチャンネルランクを示すランクインジケータを割り当てることができる。（仮想）副搬
送波毎にＡＣＫ／ＮＡＣＫシグナリングに割り当てられたスロット毎に最大で２つのＳＣ
－ＦＤＭＡ記号が存在する。同じことがランクインジケータにも適用される。リソース要
素の他端には、チャンネル品質インジケータ（ＣＱＩ）メッセージフィールドが割り当て
られ、このフィールドは、複数のＳＣ－ＦＤＭＡ記号を用いて送信することができる。
【００１９】
　この段階で、「副搬送波」という用語は、ブロック２０４で作動される副搬送波を指す
が、送信無線信号が多重搬送波信号の形態を持たないという意味では最適ではない場合が
あることに注意されたい。したがって、ＳＣ－ＦＤＭＡ送信の状況で同じく「仮想副搬送
波」という用語を用いている。
【００２０】
　ＤＦＴ作動は、各副搬送波の内容を周波数領域にわたって有効に拡散させるので、図３
に例示している構造は、ＳＣ－ＦＤＭＡ送信に適している。しかし、ＯＦＤＭ送信ではＤ
ＦＴ作動は省略され、その結果、図３の構造は、固定されて局在化された制御メッセージ
フィールドの位置に起因して準最適になる。実際には、これは、副搬送波が周波数リソー
スブロックにわたって拡散されず、周波数選択性フェーディングを受け易くなることを意
味する。ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージを搬送する副搬送波の周波数がフェーディングの理
由から大幅に減衰する場合には、全体のＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージが損失する見込みが
高い。追加的又は代替的に、アップリンク送信における重要な制御メッセージの送信性能
を改善するために、ＳＵ－ＭＩＭＯ送信方式を有効に利用すべきである。
【００２１】
　図４は、本発明の実施形態による制御メッセージを送信するためにＰＵＳＣＨリソース
を利用するための処理を示している。以下により詳細に説明するように、処理は、送信機
又は受信機内、すなわち、ユーザ端末又は基地局内に実施することができる。処理はブロ
ック４００で始まる。ブロック４０２では、ユーザ端末におけるアップリンク送信方式が
選択される。ブロック４０４では、ユーザ端末におけるＰＵＳＣＨリソースが判断される
。ブロック４０６では、ブロック４０４で判断されたＰＵＳＣＨリソースに、ブロック４
０２で選択された送信方式に従って制御メッセージフィールドが割り当てられる。
【００２２】
　送信方式の選択は、ＯＦＤＭ送信とＳＣ－ＦＤＭＡ送信との間、及び単一ストリーム送
信と多重ストリーム送信の間の選択を含むことができる。選択は、多重アンテナ送信法及
び多重アクセス方式（又はアップリンク波形）を自動的に定めることができるチャンネル
ランクの選択によって実施することができる。アップリンク送信方式の選択は、基地局が
実施することができ、この送信方式をダウンリンクシグナリングにおいてユーザ端末にシ
グナリングすることができる。単一アンテナ送信方式と多重アンテナ送信方式の間の選択
は、ユーザ端末から送信されたチャンネルランクインジケータに基づくとすることができ
る。チャンネルランクは、利用可能な空間ＭＩＭＯチャンネルの数を示している。それに
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応じて、ブロック４０２は、処理が基地局内に実施される時のアップリンク送信方式の選
択及びユーザ端末に対するこの送信方式の指示を含む。同様にブロック４０４は、ユーザ
端末へのアップリンクＰＵＳＣＨリソースのスケジューリング段階、割り当てられたＰＵ
ＳＣＨリソースをユーザ端末にシグナリングする段階、及び割り当てられたＰＵＳＣＨリ
ソースからユーザ端末のアップリンク送信を受信するように基地局の受信機を構成する段
階を含む。ブロック４０６は、割り当てられたＰＵＳＣＨリソース内のデータフィールド
及び制御メッセージフィールドにおけるパターンを判断する段階、及びそれに応じてデー
タ及び制御メッセージを受信するように受信機を構成する段階を含む。
【００２３】
　ユーザ端末内に実施される場合には、ブロック４０２は、基地局から受信した制御メッ
セージからのアップリンク送信方式の演繹を含み、ブロック４０４は、基地局から受信し
た制御メッセージからのユーザ端末に割り当てられたアップリンクＰＵＳＣＨリソースの
演繹を含み、ブロック４０６は、割り当てられたＰＵＳＣＨリソース内のデータフィール
ド及び制御メッセージフィールドにおけるパターンを判断し、それに応じてデータ及び制
御メッセージを送信するように送信機を構成する段階を含む。
【００２４】
　選択されたアップリンク送信方式がＳＣ－ＦＤＭＡである時には、図３に例示している
ように、制御メッセージフィールドは従来方式で割り当てることができる。言い換えれば
、制御メッセージフィールドの副搬送波マッピングは、制御メッセージフィールドが、割
り当てられたＰＵＳＣＨリソースに関して局在化されるように実施することができる。次
に、ＤＦＴが、割り当てられた周波数リソースにわたって副搬送波を拡散させる。一方、
選択されたアップリンク送信方式がＯＦＤＭである時には、各制御メッセージフィールド
の記号が、ユーザ端末のＰＵＳＣＨ周波数リソースにわたって配分される。それに応じて
、各制御メッセージフィールドは、ユーザ端末に割り当てられた周波数スペクトルに沿っ
て配分されることになり、それによってＯＦＤＭ送信において図３の構造を使用するもの
と比較して周波数選択性フェーディングに対するより良好な許容誤差がもたらされる。
【００２５】
　一般的に、送信方式は、基地局によって選択される。最初に基地局は、適用する多重ア
ンテナ送信方式、すなわち、複数の空間的に並列の送信ストリームを通じた空間多重化、
又は単一のストリームを通じたビーム形成又は送信ダイバーシティ送信（単一入力複数出
力、ＳＩＭＯ）を選択することができる。選択は、アップリンクチャンネルランク、すな
わち、無相関アップリンク空間サブチャンネルの数に基づいて行うことができる。基地局
が、多重アンテナ送信方式として空間多重化を選択する場合には、基地局は、空間的に並
列のアップリンクサブストリームの数も選択する。次に、選択した多重アンテナ送信方式
に基づいてＯＦＤＭとＳＣ－ＦＤＭＡの間の選択、すなわち、空間多重化に対してＯＦＤ
Ｍ、単一ストリームビーム形成又はＳＩＭＯに対してＳＣ－ＦＤＭＡという選択を行うこ
とができる。しかし、以下に説明する本発明の実施形態は、送信方式のこの種の選択に限
定されず、全ての多重アンテナ送信方式においてＳＣ－ＦＤＭＡ（又はＯＦＤＭ）を使用
することができる。ユーザ端末では、送信方式（多重アンテナ方式及び多重アクセス方式
）は、ダウンリンクシグナリングにおいて基地局からユーザ端末にシグナリングされた動
的スケジューリング許容情報、例えば、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット０
）によって判断することができる。シグナリングは、空間多重化を使用するか否かを示す
少なくとも１つのシグナリングビットを使用することによって指定的に実施することがで
きる。次に、ユーザ端末は、ＯＦＤＭによる空間多重化又はＳＣ－ＦＤＭＡによるビーム
形成のいずれかを実施する。代替的に、基地局は、アップリンクランクインジケータを送
信することによって送信方式を示唆的にシグナリングすることができる。ランクインジケ
ータが１よりも大きいチャンネルランクを示す場合には、ユーザ端末は、ＯＦＤＭによる
あらゆる空間多重化を実施する。そうでなければユーザ端末は、ＳＣ－ＦＤＭＡによるビ
ーム形成を実施する。更に別の実施形態では、送信方式は、より高い層（Ｌ３）のシグナ
リングを通じて、ユーザ端末特定又はセル特定のパラメータとしてシグナリングすること
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ができる。ユーザ端末が固定送信方式のみをサポートする場合には、いかなる指定的なシ
グナリングも必要ではなく、送信方式は、ユーザ端末の機能に従って適用される。
【００２６】
　図５Ａ及び図５Ｂは、周波数リソースにわたる制御メッセージフィールドの配分の２つ
の例を示している。図５Ａと図５Ｂの両方において、制御メッセージフィールドは、副搬
送波にわたって均等に配分される（又は「インターリーブ」される。「インターリーブ」
は、ＯＦＤＭ送信におけるこの状況で一般的に使用される用語である）。言い換えれば、
制御メッセージフィールドの制御記号は、これらの制御記号の間の周波数間隔により副搬
送波にマップされ、この間隔は、制御メッセージフィールドの制御記号の間に制御メッセ
ージフィールドの制御記号以外のいくつかの記号を定めるために、各制御メッセージフィ
ールドに対して選択された反復係数によって定められる。同じ制御メッセージフィールド
の制御記号の間の周波数間隔は、着目している制御メッセージフィールドの全ての制御記
号に対して等しいとすることができる。図５Ａは、２という反復係数を有するマッピング
を示している、すなわち、制御メッセージフィールドの記号は、第２の副搬送波毎にマッ
プされる。図５Ｂは、４という反復係数を有するマッピングを示しており、すなわち、制
御メッセージフィールドの記号は、４番目の副搬送波毎にマップされる。ユーザ端末に割
り当てられたリソースブロックのサイズ、制御フィールドのサイズ等に従って異なる反復
係数を判断することができる。当然ながら、制御メッセージフィールドの記号は、マッピ
ングされる制御記号がそれ以上存在しなくなる限度の反復係数を用いてマップされる。
【００２７】
　割り当てられたリソースへの所定の制御メッセージフィールドの配分は、最初に制御メ
ッセージフィールドのサイズを計寸する段階、次に、反復係数及び開始位置副搬送波イン
デックスを判断する段階、その後に、制御メッセージの記号を対応する副搬送波にマップ
する段階を含むことができる。これをブロック４０４の実施形態を示す図６に例示してい
る。図６の流れ図は、割り当てられたＰＵＳＣＨリソースへの制御メッセージフィールド
のマッピングを示している。図６の処理は、２つの制御チャンネルフィールド（ＣＱＩ及
びＡＣＫ／ＮＡＣＫ）のマッピングを説明しているが、下記の説明から明らかなように、
この処理は、他の制御メッセージフィールドを対象とするように容易に拡張することがで
きる。ブロック５０２では、各制御チャンネルフィールド（Ｎｘ）に割り当てられた記号
の数が、次式に従って判断される。

ここで、

は、プラスの無限大の方向の最も近いサポートする整数への四捨五入演算を表し、Ｏは、
送信されるビット数、例えば、ＣＱＩワード長であり、

は、割り当てられた周波数リソース内にＰＵＳＣＨを搬送する副搬送波（基地局から物理
ダウンリンク制御チャンネルであるＰＤＣＣＨ上で受信した）の数であり、

は、サブフレーム毎にＰＵＳＣＨを搬送する多重搬送波記号（ＯＦＤＭ記号）（基地局か
らＰＤＣＣＨ上で受信した）の数であり、

は、ＰＵＳＣＨ上で送信されたビットの合計数である。「オフセット」という用語は、ト
ラフィックデータの望ましい受信品質と、制御メッセージフィールド内で転送される制御
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データの間のオフセットを定める品質オフセットである。オフセットは、異なる制御メッ
セージフィールドにおいて異なるとすることができるが、選択された送信方式に依存する
ように作成することができる。例えば、送信方式として空間多重化が選択された場合には
、「オフセット」は、単一ストリームビーム形成送信又は空間送信ダイバーシティの場合
よりも大きい値を有するように設定することができ、この場合、本質的に、より高い送信
信頼性が得られる。トラフィックデータの送信の品質は、転送されるデータのサービス形
式に従って判断され、変調及び符号化の方式、並びにＰＵＳＣＨの他のパラメータは、こ
れらの要件を満たすように設定される。実際には、変調方式は、ＬＴＥ－Ａの現在の仕様
におけるものと同様に、ＰＵＳＣＨ上で送信される全ての記号に対して同じとすることが
できるが、制御メッセージフィールドのチャンネル符号化方式は、「オフセット」を基準
にして選択することができる。一般的に、ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージのようなある一定
の制御メッセージは、エラーに対して耐性が低く、例えば、ブロックエラー率（ＢＬＥＲ
）に関してより高い受信品質を必要とし、ＰＵＳＣＨパラメータは、これらの要求を自動
的には満たさない。式（１）では、「オフセット」という用語は、制御メッセージフィー
ルドに対して選択された変調及び符号化の方式が望ましい高い受信品質を保証し、「オフ
セット」の実際の値が、トラフィックデータの品質（ＢＬＥＲ）と制御メッセージ形式の
要求品質（ＢＬＥＲ）の間の差分に従って判断することを保証するように使用される。「
オフセット」のこれらの値は、一般的に事前に判断され、選択されたアップリンク送信方
式に依存するものとして記憶される。「オフセット」の値が大きくなる程、すなわち、ト
ラフィックデータの要求品質と制御データの要求品質の間の差分が大きい程、より多くの
記号が制御メッセージフィールドに割り当てられ、より堅固なチャンネル符号化が制御メ
ッセージフィールドに適用される（その逆も同様である）。したがって、式（１）の計算
は、制御メッセージビットの変調及びチャンネル符号化の前に実施される。上述のように
、式（１）は、各制御メッセージ形式（この例ではＣＱＩ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ）に対し
て計算される。実際には式（１）は、現在の３ＧＰＰ仕様に定められた式の修正であり、
この修正は、「オフセット」という用語である。
【００２８】
　ブロック５０４では、ＣＱＩメッセージフィールドに対して、反復係数ＲＰＦが次式に
従って計算される。

ここで、Ｎは、サブフレーム内のユーザ端末に割り当てられた副搬送波の合計数であり、
ＮCQIは、サブフレーム内の送信されるＣＱＩ記号の数である。

は、切り捨て演算、すなわち、マイナス無限大の方向の最も近い整数への四捨五入である
。反復係数の計算及び利用は、ＣＱＩが、割り当てられた周波数スペクトルにわたって配
分される（又はインターリーブされる）ことになることを保証する。次に、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫメッセージフィールドに対して、反復係数ＲＰＦが次式に従って計算される。

ここで、ＮANは、サブフレーム内の送信されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ記号の数である。送信さ
れるＣＱＩリソース要素（又は記号）の数は、リソース要素の合計数から減らされるので
、反復係数ＲＰＦANは、ＣＱＩの後に論理的に利用可能なリソース要素に対処することに
よって計算される。このようにして、着目している特定の制御メッセージフィールドに対
して使用するべき記号又はリソース要素の数による割算の前に、リソース要素Ｎの合計数
から、割り当てられたリソース要素の数を低減することにより、更に別の制御メッセージ
フィールド（ランクインジケータ、事前符号化行列インジケータ等）に対する反復係数を
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計算することができる。ブロック５０８では、リソース要素マッピングが、割り当てられ
た反復係数を使用することによって異なるリソース要素から開始されるように、異なる制
御メッセージフィールドに対して異なる開始位置リソース要素が選択される。反復係数は
、０とＲＰＦ－１との間で変化することができる。ブロック５１０では、制御メッセージ
フィールドの制御記号が、ブロック５０８おいて選択された開始位置、ブロック５０４に
おいてＣＱＩに対して計算された反復係数、及びブロック５０６においてＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋに対して計算された反復係数を用いてリソース要素にマップされる。
【００２９】
　図６は、Ｎ＝３６、ＮCQI＝７、及びＮAN＝４の場合の図５の処理の結果を示している
。それに応じて、反復係数ＲCQIは、式（２）に従って５になり（３６／７＝５．１４３
～５）、ＲANは７になる（（３６－７）／４＝７．２５～７）。ＣＱＩの開始位置は０で
あるように選択され、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの開始位置は２であるように選択される（副搬送
波インデックス）。この場合、副搬送波０から始まって５番目の副搬送波毎にＣＱＩ記号
がマップされ、副搬送波２から始まって７番目の非ＣＱＩ副搬送波毎にＡＣＫ／ＮＡＣＫ
記号がマップされる。ＣＱＩ記号の数は式（３）において除外されており、したがって、
これらの記号は、実際のマッピングを実施する時に除外される。結局、決して重なり合う
ことにはならない反復係数を求めるのは困難であり、この手法は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫが、
主に以前にマップされたＣＱＩ記号を潰すのを回避することになるのを保証する。潰され
る場合があるデータ記号の減損の場合には、ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージの信頼性の高い
送信が、ＣＱＩメッセージの送信よりも優先されるので、ＡＣＫ／ＮＡＣＫはＣＱＩ記号
も潰す可能性がある。一般的に、その後にマップされたいかなる制御メッセージ記号も、
以前にマップされた制御記号と同じ副搬送波にはマップされないことになり、これは、マ
ップされたリソース要素が更に別のマッピングから除外されるからである。マッピングは
、送信機のリソース要素マッピングブロック２０４において実施することができ、マッピ
ング解除が正しく実施されるように、受信機のリソース要素マッピング除去ブロック２２
２において類似の作動が実施される。
【００３０】
　実際のマッピングは、いくつかの手法で実施することができる。全てのＯＦＤＭ記号に
対して同じマッピングパターンを繰り返すことができる、すなわち、同じ制御フィールド
が、１つのＯＦＤＭ記号から別のものに同じ副搬送波を占有することができる。所定の制
御メッセージフィールドのサイズ及び制御メッセージフィールドの全体のサイズは、記号
毎に可変的にすることができる。別の実施形態では、連続するＯＦＤＭ記号において制御
メッセージフィールドのずらしマッピングを得るように、連続するＯＦＤＭ記号マッピン
グに対して異なる開始位置が選択される。それによって制御メッセージフィールドが、異
なるＯＦＤＭ記号において異なる周波数位置を占有するので、連続するＯＦＤＭ記号間の
周波数ダイバーシティが改善される。代替的に、全ての副搬送波及び複数のＯＦＤＭ記号
にわたって、例えば、時間スロット又は部分フレーム内の記号にわたってインターリーブ
を実施することができる。この時、所定の制御メッセージフィールドをマップする場合に
、その後の記号の副搬送波をマップし始める時に、最後にマップされた前のＯＦＤＭ記号
の副搬送波が考慮される。例えば、図６にあるように、副搬送波の数が３６であった場合
には、最後にマップされた副搬送波のインデックスは３４であり、反復係数は６であり、
その後のＯＦＤＭ記号においてマップされる最初の副搬送波はインデックス４を有する。
この場合、副搬送波数及び反復係数に基づいて、異なる制御メッセージフィールドが、連
続するＯＦＤＭ記号における異なる副搬送波を占有することができる。
【００３１】
　更に別の実施形態では、異なる空間ストリームにわたってインターリーブを実施するこ
とができる。上述のように、ユーザ端末にＳＵ－ＭＩＭＯをサポートする機能が装備され
ることが期待され、この場合、複数の空間送信ストリームをユーザ端末に割り当てること
ができる。そのような場合には、送信を複数の空間的に並列した信号ストリームに多重化
することができる。この場合、インターリーブを複数のストリームに拡張することができ
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る。インターリーブは、例えば、最初に制御記号を最初のストリームのサブフレームにマ
ップし、次に、このマッピングを第２のストリーム、更にその後のものに対して続けるこ
とによって実施することができる。副搬送波数及び反復係数に基づいて、異なる制御メッ
セージフィールドが、空間的に並列のストリーム内の異なる副搬送波を占有することがで
きるように、マッピングの続行は、連続するＯＦＤＭ記号の間のものと類似の方式に実施
することができる。代替的に、開始位置が両方のストリームで同じであるように、その後
の空間ストリームのマッピングは、第１の空間ストリームのマッピングに対応するように
初期化することができる。式（１）及び反復係数を計算する時には、明らかに、付加的な
信号ストリームの使用に起因して利用可能な付加的な記号の数に対処することができる。
式（１）は、後に説明するように、空間多重化の使用を受け入れるように修正することが
できる。
【００３２】
　実施形態では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫがデータ記号を潰すことになるように、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫをマップする前に、データ記号をリソース要素にマップすることができる。この実施
形態では、最初に各制御メッセージフィールドに対して式（１）、反復係数、及び開始位
置を計算することにより、各制御メッセージフィールドに関するインターリーブパターン
が判断される。次に、図５の処理に従ってＣＱＩ記号及びランクインジケータ記号が、最
初にリソース要素にマップされる。その後に、残りのリソース要素に対してデータ記号を
マップすることができる。次に、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ記号がデータ記号を潰す、すなわち、
データ記号に取って代わるように、ＡＣＫ／ＮＡＣＫをその判断された位置に割り当てる
ことができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫがデータを潰す理由は、ユーザ端末がダウンリンクデー
タパケットの受信を逃した場合に、アップリンクサブフレーム内のＡＣＫ／ＮＡＣＫメッ
セージフィールドの存在を認識せずに、それに応じて、スケジュール化されたＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫメッセージを送信することができないことである。代替的に、ユーザ端末は、これ
らのリソース要素内のデータを送信する。
【００３３】
　更に別の実施形態では、周波数リソースブロックの縁部で所定の数の副搬送波を制御記
号のマッピングから除外することができる。一般的に、周波数リソースの縁部にある副搬
送波はより干渉を受け易く、したがって、好ましくは、重要な制御データを周波数リソー
スの中心周波数の近くの副搬送波にマップすることができる。実際には、これは、開始位
置を十分に高く設定し、判断されられた閾値よりも高いインデックスを有する副搬送波の
マッピングを省略する（マッピングは次の記号に飛ぶ）ことによって実施することができ
る。マッピングが、前のＯＦＤＭ記号においてマッピングが終了した副搬送波からその後
のＯＦＤＭ記号において続く場合には、別の閾値よりも低いインデックスを有する副搬送
波のマッピングを省略することができる。
【００３４】
　リソース要素は、ＳＣ－ＦＤＭＡにおけるものと同様に周波数スペクトルにわたって拡
散することにはならないので、ＯＦＤＭの利用は、異なるリソース要素に対する異なる送
信電力値の割り当てを可能にする。一部の実施形態では、制御メッセージフィールドを搬
送するリソース要素と、ＯＦＤＭ記号内にデータトラフィックフィールドを搬送するリソ
ース要素とに対して異なる送信電力オフセット値が割り当てられる。受信機における少な
くとも一部の制御メッセージフィールドの正しい受信を保証するために、送信機において
これらの制御メッセージフィールドにより高い送信電力を割り当てることができる。当然
ながら、これらの制御メッセージフィールドが如何に重要なシグナリング情報を搬送する
かに基づいて、異なる制御メッセージフィールドに異なる付加的な送信電力オフセットを
割り当てることができる。より重要な制御メッセージには、より高い送信電力を割り当て
ることができる。制御メッセージフィールドに割り当てられる付加的な送信電力は、ＰＵ
ＳＣＨ上で現在使用中の変調及び符号化方式に依存するものとことができる。変調次数が
低い程、更に使用中の符号化方式が堅固である程、干渉に対して耐性を有する変調及び符
号化方式が、より強い送信電力への要求を補償すると考えられるので、制御メッセージフ
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ィールドに割り当てられる送信電力オフセットは小さい。
【００３５】
　送信方式として空間多重化を利用する時には、上述のように、付加的な信号ストリーム
においてインターリーブパターンに対処することができる。制御メッセージフィールドは
、異なる空間ストリームに均等に配分することができ、又は各空間ストリームに対して制
御メッセージフィールドのサイズを別々に定めることができる。これは、ユーザ端末から
のＣＱＩの指示に依存する。ユーザ端末が、各空間ストリームに対して別々のＣＱＩを送
信した場合には、基地局は、異なる空間ストリームに対して異なる変調及び符号化方式を
定めることができ、したがって、異なるビット数を異なる空間ストリーム内で送信するこ
とができる。一般的にこれは、異なるＳＵ－ＭＩＭＯ空間ストリームが異なる拡散（又は
スクランブル）コードで符号化される場合に有効にされる。そうでなければ、全てのスト
リームに対して同じ変調及び符号化方式が使用され、異なる空間ストリームに等しい量の
制御データを割り当てることができる。一般的にこれは、異なるＳＵ－ＭＩＭＯ空間スト
リームが、同じ拡散（又はスクランブル）コードで符号化される場合に有効にされる。
【００３６】
　ＳＵ－ＭＩＭＯアップリンク送信は、送信信号が、最高の信号対ノイズ特性を与える空
間チャンネルにもたらされる場合に、空間多重化によるデータ速度を改善するか又はビー
ム形成送信による送信の信頼性を改善するのに利用することができる。更に、空間多重化
をビーム形成と組み合わせることができる。別の変形は、あらゆる事前符号化によって基
本的に同じデータが全てのアンテナから送信される場合に、開ループ送信ダイバーシティ
送信を使用することである。上述のように、ＳＵ－ＭＩＭＯ送信は、ＯＦＤＭ送信とＳＣ
－ＦＤＭＡ送信の両方に適用することができ、ＯＦＤＭ送信の場合の式（１）、反復係数
、及び副搬送波マッピングの適用を上述した。ＳＣ－ＦＤＭＡ送信の場合には、図３に例
示している現在のＳＣ－ＦＤＭＡ　ＰＵＳＣＨ構造を全ての空間ストリームに対して利用
することができる。前の段落で上述のように、制御メッセージフィールドは、異なる空間
ストリームに均等に配分することができ、又は使用中の変調及び符号化方式に基づいて各
空間ストリームに対して制御メッセージフィールドのサイズを別々に定めることができる
。所定の制御メッセージフィールドに対して使用するべき記号数は、式（１）を用いて計
算され、副搬送波マッピングは、図３に例示しているパターンに従って実施される。
【００３７】
　本発明の実施形態により、制御データの少なくとも一部、例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫメ
ッセージは、ビーム形成又は送信ダイバーシティ送信を使用することによって送信するこ
とができ、一方、データトラフィックは、空間多重化を用いて送信することができる。実
際、これは、チャンネルランクが１であるという仮定の上でＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信され
、チャンネルランクが１よりも高いという仮定の上でデータトラフィックが送信されるこ
とを意味する。式（１）は、制御メッセージ形式及びトラフィックデータに対して異なる
ランクが判断される場合に空間多重化に対処するように修正することができる。式（１）
は、トラフィックデータのランク数と着目している制御メッセージフィールドの間の比を
定めるアップリンクランク特定のパラメータΔＲD-Cを追加することによって修正するこ
とができる。例えば、トラフィックデータのランクが２である（２つの空間ストリーム）
場合はＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージのランクは１であり（ビーム形成又は送信ダイバーシ
ティ）、ΔＲＤ－Ｃは２であり（２／１）、式（１）は、この修正の後に次式の形態を有
する。

修正なしでは、異なるランクの理由から、制御メッセージフィールドには正しい数の記号
又は副搬送波が割り当てられないことになる。制御メッセージフィールドに対してビーム
形成又は送信ダイバーシティを利用するためには、同じ制御メッセージ記号が、全ての空
間ストリーム内で同じ副搬送波を占有するように、好ましくは、同じ副搬送波が、空間ス
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トリーム内の制御メッセージフィールドに割り当てられる。次に、送信機内でビーム形成
を実施する信号プロセッサは、ビームの望ましい方向に基づいて判断された係数で記号を
乗算する。当然ながら、記号の受信を可能にするために、受信機内で逆作動が実施される
、すなわち、受信機内でビーム形成を実施する信号プロセッサは、判断された空間重み付
けに基づいて判断された係数により、複数のアンテナから受信した信号ストリームを乗算
し、異なるストリームの同じ副搬送波上で送信された記号が組み合わされる。
【００３８】
　図７は、ストリームを望ましい空間チャンネルに導くように、ビーム形成技術を使用す
ることによってＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージが送信機から単一の空間送信ストリームを通
じて受信機に送信される上述の実施形態を示している。言い換えれば、送信機の両方のア
ンテナ要素から同じＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージが送信され、当業技術で公知のように、
異なるアンテナから送信される信号を位相調節することによって方向が制御される。受信
信号を重み付けし、それによってＡＣＫ／ＮＡＣＫが主に受信された空間方向を増幅する
ように、対応する位相調節が受信機内に実施される。より高いデータ速度を得るために、
データトラフィックは空間多重化を使用することによって送信され、異なる送信／受信ブ
ランチ及びアンテナを通じて異なるデータが送信／受信される。送信機及び受信機では、
多重アンテナ送信は、制御目的で設計されたデジタル信号プロセッサ７００及び７０２に
よって制御される。
【００３９】
　アップリンク送信方式がＯＦＤＭである時には、ビーム形成、送信ダイバーシティ、及
び空間多重化の間の選択は、副搬送波レベルで行うことができる。そのような場合には、
上述のように、同じ記号が送信機内の各送信ブランチ内の同じ搬送波にマップされること
が好ましい。アップリンク送信方式がＳＣ－ＦＤＭＡである時には、各副搬送波が全体の
周波数スペクトルを占有するので、ビーム形成と送信ダイバーシティと空間多重化の間の
選択は、ＳＣ－ＦＤＭＡ記号レベル上で行うことができる。ビーム形成と送信ダイバーシ
ティと空間多重化の間の選択の解決は、各ＳＣ－ＦＤＭＡ記号に対して、又は一度に複数
のＳＣ－ＦＤＭＡ記号、例えば、時間スロット又は部分フレームに対して行うことができ
る。ＳＣ－ＦＤＭＡ記号が、高い信頼性を必要とする制御メッセージを搬送する場合には
、ＳＣ－ＦＤＭＡ記号は、ビーム形成又は送信ダイバーシティを使用することによって送
信することができ、同じデータが、送信機内の全てのアンテナブランチから送信され、受
信機内の全てのアンテナブランチを通じて受信される。次に、インターリーブパターン判
断及び副搬送波への記号のマッピングが、全ての送信／受信ブランチに対して均等に行わ
れる。一方、ＳＣ－ＦＤＭＡ記号が、高い信頼性を必要としない情報を搬送する場合には
、ＳＣ－ＦＤＭＡ記号は、空間多重化を使用することによって送信することができる、す
なわち、異なる情報を搬送する複数のＳＣ－ＦＤＭＡ記号を異なる空間ストリームを通じ
て同時に送信することができる。
【００４０】
　制御メッセージの送信におけるビーム形成の利用は、一般的に、チャンネル特性に関す
る受信機からのフィードバック情報を必要とする。フィードバック情報が利用可能ではな
い場合には、本発明の実施形態は、重要な制御情報の送信の信頼性を改善するために、開
ループ多重アンテナ送信ダイバーシティ方式、例えば、空間－時間ブロック符号化、事前
符号化ベクトル切り換え、周波数選択送信ダイバーシティ、又は大きいか又は小さいリタ
ーデーションを使用する循環リターデーションダイバーシティを使用することにより、制
御メッセージフィールドの少なくとも一部を送信する。上記に列記した開ループ送信ダイ
バーシティ方式の実施は当業者には明らかであり、上述の実施形態への実質的な修正を必
要としない。データトラフィックをより高速で送信するために、データトラフィックは、
空間多重化を使用することによって送信することができる。
【００４１】
　上述のように、本発明の実施形態は、送信機（ユーザ端末）及び受信機（基地局）にお
いて実施することができる。実際、これらの実施形態は、一般的に、ユーザ端末又は基地
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局に含まれるプロセッサ又は対応する装置によって実施される。プロセッサは、選択され
たアップリンク送信方式における制御メッセージの送信性能を最適化するように、選択さ
れたアップリンク送信方式に従って制御メッセージフィールドをＰＵＳＣＨリソースに割
り当てるように構成される。装置は、図７に例示しているプロセッサ７００、７０２とす
ることができる。アップリンク送信においていかなる多重アンテナ送信も利用されない場
合には、ユーザ端末のプロセッサ７００は、多重アンテナ信号処理を実施しないという意
味で簡素化される。プロセッサは、複数の物理信号処理ユニットによって実施される論理
構成要素とすることができる。「プロセッサ」という用語は、データを処理することがで
きるデバイスを意味する。プロセッサは、必要とされる機能を実施する電子回路、及び／
又は必要とされる機能を実施するコンピュータプログラムを作動させるマイクロプロセッ
サを含むことができる。実施を設計する場合には、当業者は、例えば、装置のサイズ及び
電力消費、必要な処理機能、製造コスト、並びに製造量に関する要件設定を考慮すること
になる。プロセッサは、論理構成要素、標準の集積回路、マイクロプロセッサ、及び／又
は特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を含むことができる。
【００４２】
　マイクロプロセッサは、集積回路上に中央演算処理装置（ＣＰＵ）の機能を実施する。
ＣＰＵは、プログラム命令を含むコンピュータプログラムを実行する論理マシンである。
プログラム命令は、Ｃ、Ｊａｖａ（登録商標）のような高レベルプログラミング言葉、又
はマシン語又はアセンブラのような低レベルプログラミング言語とすることができるプロ
グラミング言語を使用するコンピュータプログラムとして符号化することができる。ＣＰ
Ｕは、１組のレジスタ、演算論理ユニット（ＡＬＵ）、及び制御ユニットを含むことがで
きる。制御ユニットは、プログラムメモリからＣＰＵに転送される一連のプログラム命令
によって制御される。制御ユニットは、基本演算のための複数のマイクロ命令を含むこと
ができる。マイクロ命令の実施は、ＣＰＵ設計に依存して異なるとすることができる。マ
イクロプロセッサは、システムサービスを有するコンピュータプログラムを提供すること
ができるオペレーティングシステム（埋め込みシステムの専用オペレーティングシステム
、又は実時間オペレーティングシステム）を有することができる。
【００４３】
　本発明は、上記に定めたセルラー又は移動電話通信システムに適用可能であるが、他の
適切な電話通信システムにも適用可能である。使用されるプロトコル、移動電話通信シス
テムの仕様、これらのネットワーク要素、及び加入者端末は急速に発展している。そのよ
うな発展は、説明した実施形態への追加の変更を必要とする可能性がある。したがって、
全ての用語及び表現は、広義に解釈すべきであり、上述の実施形態を制限するのではなく
、例示するように考えられているものである。当業者には、技術が進歩する時に本発明の
概念を様々な手法で実施することができることが明らかであろう。本発明及びその実施形
態は、上述の実施例に限定されず、特許請求の範囲内で変更することができる。
【符号の説明】
【００４４】
４００　開始
４０２　アップリンク送信方式の選択
４０６　制御メッセージフィールドの割り当て
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